
J-SOXの問題点

──昨年は、企業のガバナンスが問われる事件が相次い

で起こりました。

田原　2006 年に金融商品取引法 24 条、いわゆる
J-SOX が導入された際、アメリカの SOX 法と似たよう
なものが導入されると思われました。しかし、中身を見
ると似て非なるものでした。日本の法律は、手間はとて
もかかるものでしたが、ほとんど実効性がなく、「必ず
５年以内に大きな問題が起きる」と監査法人の方々とお
話をしたことを思い出します。昨年、起こった事件も、
予想外のものではありませんでした。
──具体的にはどのような点が？

田原　たとえば、J-SOX では連結決算の３分の２しか
カバーしません。逆に言えば、純資産の３分の１の“飛
ばし”が可能となるわけです。米国の SOX 法は 95％
を見ます。報告書の中に細かくリストアップされます。
実は、米国の場合、金融機関においては SOX 法の前身
となる規制の導入実績がありました。加えて、関係者が
問題点を洗い出し運用面で統一見解を出しました。運用
面でのサポートがなされていたので、新しい考え方や見
直しもでてきました。さらに、米国では SOX 法適用に、
時価総額基準を設けました。公開企業であっても、基準
に達しない企業は適用外としました。株主の数が限られ
ており、リスクを承知で投資をしているという考え方か
らです。日本では運用面でのサポートや努力が少なく、
企業側も受け身とならざるをえませんでした。
── J-SOX は非常に負担の重いものと感じた企業の

方々も多かったようです。

田原　そうです。非常に手間も
お金もかかるものでした。しか
し、法律はあくまで形式論で形
を整えることに主眼が置かれて
います。企業のガバナンスは、
形式、つまりプロセスやシステ
ムでカバーできるものではありません。どれほど完璧な
仕組みも、それを運用するのは“人”です。重要なのは、
形式ではなく、人でありいかに運用するかです。

企業でなにか問題が起こった場合、大きく報道されま
すが、実際のところ 99％の会社で問題は起こりません。
問題が起こるのはわずか１％の会社です。では、99％
の会社で企業統治の形式が整っているかといえば、結果
は真逆です。99％の会社は整っていない。それなのに、
なぜ１％の会社でしか問題が起こらないのか。それは、
ほとんどの経営者は、見せかけではなく企業本来の業績
を上げたいと思っているからです。本来のあるべき企業
の姿を目指しているとも言えます。１％の部分でそこか
ら逸脱するケースが出現する。そのとき、抑制が効く体
制が実効性あるガバナンスの姿と言えるでしょう。

ガバナンス強化のための日本企業の課題

──日本企業特有の問題点はあるのでしょうか？

田原　ガバナンスの問題は日本企業だけの問題ではあり
ません。ご存知のように米国 SOX 法誕生の契機となっ
たエンロン、ワールドコムの事件に始まり、世界金融恐
慌を引き起こしたサブプライムローン問題など、日本と
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は比較にならないほど巨大な、ガバナンス、および企業
倫理が問われる問題が起こっています。

日本の場合、経営の縛り（抑制）になっているものの
一つが「家訓」です。パナソニックも大きな改革を行い
ましたが、幸之助さんの創業の理念だけは守り続けてい
ます。企業の大きさにかかわらず、老舗の企業には必ず
そうしたものがあります。今風に言えば、企業理念やク
レド（ラテン語で志、信条、約束）といったものです。
そうした言葉が、輸入されるはるか前から、日本の会社
は大事なものとして、しっかりと持ち続けてきました。
酒屋、呉服屋、海運業者など、それぞれ自分たちの組織
に合致した仕組みをつくり上げてきたのです。だから、
それは、単なる画餅ではなく、実効性を伴いました。安
定したビジネスの縛りとなり、運営のしくみとなってい
ます。

企業ガバナンスの課題の根本は、経営学の基礎とも言
える「資本と経営の分離」にあります。日本の多くの経
営者もビジネスマンも、頭の中では理解しているはずで
すが、実態は資本家＝経営者です。

欧米では経営者は経営の専門家であり、成功した起業
家も次世代には経営者を雇ってくるのが普通です。企業
経営のトップにいる経営者を、資本家は当然、評価し監
視します。そのためのしくみが社外取締役です。取締役
会の過半数が社外取締役で構成され、経営者が不適任で
あれば解雇できます。ドイツでは、労働者の代表が取締
役会に入ることになっています。

欧米でも、巨大な不祥事が発生しているわけですから、
当然、欧米のやり方のすべてが正解というわけではあり
ませんし、丸ごと見習う必要もありません。有効だと思
われる部分を取り入れて、日本のいまの現実にあったも
の、社会慣習や商習慣にあわせたものをつくっていけば
いいと思います。
──日本ではなかなか欧米のようにプロの経営者を探す

のは難しいのでは？

田原　経営の“プロ”と考えなくてもいいのです。生え
抜きでない社長が着任するケースは増えています。外か
ら有能な経営者を入れるのは、業績回復や体質改善を図
る有効な手段でしょう。

「常務会」と「議事録」が運用面での焦点

──運用面でどのような点に注意すれば実効性が高くな

るでしょうか？

田原　まず、画一的に IT システムを導入すれば解決す
ると考えるのではなく、企業の規模や特徴によってやり

方を変えるべきだと思います。たとえば、世界中に生産
拠点を構え株主やお客さまのいるグローバル企業の場合
は、先に述べた「資本と経営の分離」が大事です。「外
国人がどう考えるか」「社長は外部から」「社外取締役は
過半数」が基本でしょう。連結していない単独企業の場
合は、いまのやり方は大きく変わりません。ビジネスの
範囲が狭いので、ポリシーをつくって守る、という自己
規制を重視します。国内だけで仕事をしている会社は非
上場も含めて、大きく変える必要はないかもしれません。
互いの責任の範囲内でやっていくことでしょう。

そうした前提の上で、具体的には「常務会」と「議事
録」の在り方が運用上、極めて重要だと考えます。

実質的な決裁は常務会でなされ、取締役会は報告に近
いケースが多く、結果的に取締役会での議論は少なくな
ります。とくに、社外取締役が増えてくると、常務会で
の議論内容を取締役会で繰り返すことはなく、実質的な
決定権は常務会にあります。常務会メンバー＝取締役で
あることが多い日本の企業では、常務会の在り方が今後、
問われてくると思います。そこが、ブラックボックスに
なっていてはなりません。
──あるべき議事録のかたちとはどのようなものでしょ

うか？

田原　欧米の会社では、取締役会の議事録は企業秘密に
かかわること以外、細かに発言が記録されます。誰が何
に賛成し反対したかが、株主の目、監査の目にさらされ
ますから、自分の発言に責任を持ちますし、外に見られ
ることによって議論は活発化します。欧米の取締役に
とっては、記録が残るというのは将来の訴訟回避の一種
の保険でもあります。

一方、日本の議事録は下記のような記述が多いのが現
状です。
「１号議案、承認」

これを次のように改めることによって、意思決定の経
過が事後ではあるが株主に開示されることになり、かつ
賛否の記録も残ります。
「１号議案、Ａが説明しＢとＣの質問、疑問が提示され
た。採決の結果、Ｂ、Ｃ、Ｄが反対し、13 対３で可決
された。採決において、Ｅは利害関係者ということで採
決に加わらなかった」

こうした議事録をつくることが、大変な手間と時間と
お金をかけたシステムよりも、はるかに重要だと私は考
えています。
──そもそも、日本人は公での議論を嫌うと言われます

が。

田原　これも近年の思い込みです。江戸時代の藩校にお
いては、いわゆる禅問答形式の議論が盛んに交わされま
した。だから、明治の日本人は、欧米人と対等に議論し
論理性において負けませんでした。議論は欧米人の専売
特許ではありません。日本人ほど、知性と倫理観に秀で
た国民はないと思います。ですから、私の講座も問題提
起し、皆さんと議論し合う形で進めてきました。企業内
でも活発な議論はなされると思います。

自社なりのガバナンスの在り方を問う

──日本企業のガバナンスの在り方のポイントは？

田原　日本企業はある意味、非常に先進的です。たとえ
ばデリバティブは最新の金融工学の所産のように思われ
ていますが、世界で最初にデリバティブを発明し、実施
したのは実は日本人です。享保 15 年（1730 年）8 月 13
日に、江戸幕府が大阪堂島米会所に米の先物取引きを許
可したのが始まりです。300 年近く前、現物でなく書き
付け一枚で取引が成立したのは、日本人と日本社会の倫
理観と信用力の高さの顕れと言ってもよいでしょう。そ
うした素地の中で日本企業は生まれ、多くの中小企業が
家訓を持ち、日本を代表する企業が独自の企業文化を築
いています。その中で、何をすべきで、何をすべきでな
いかが説かれ、そこで働く人や経営者も自然とそれを身
にまとい、それが社風となってあらわれているはずです。

すべての企業に共通するような、実効性あるガバナン
ス施策の特効薬はありませんし、新たな特効薬を必要と
している会社もまた少ないはずです。そもそも会社とは、

目的意識をもった人の集まりです。目的意識を一
いつ

にした
人の集まりです。そうした集団にあって、外から来たか
らこそわかるものがあります。社外取締役の役割もそこ
にあります。「社外から来て何がわかるのか。何ができ
るのか」という議論もあるでしょう。「そんなにたくさ
んの社外取締役の候補がどこにいるのか」と思われる方
もいるでしょう。しかし、今後、日本社会で正社員が身
分のようなものではなくなり、もっと労働流動性が高ま
り、日本社会そのもののしくみが変わっていけば、社外
取締役の候補も増えてきます。
──社外取締役に求められるものとは？

田原　「何を見るか」「目標をはっきりと」「評価もでき
て議論する」という３点が重要だと思います。ものごと
は連動して動きます。この３点を忘れずにいれば、業界
を知らなくても、社外取締役は機能します。

何がダメで何がいいのか。歴史と現実によく学びなが
ら、各企業の培ってきた素晴らしさを活かしながら、新
しい企業ガバナンスの在り方を探っていっていただけれ
ばと思います。
──本日はありがとうございました。

（聞き手・法人統括グループ伊達裕史）

Profile
たわら　なかお／東京大学経済学部卒業。ハーバードビジネススクール (PMD） 
修了。1970 年、ソニー入社。人事、ビジネス企画、管理業務、子会社再建、内
部監査を担当。特に内部監査については、金融、映画等すべてのビジネス領域を
包括的に評価することを可能とするグローバルな内部監査体制を構築した。US-
SOX 法成立に伴い、ソニーグループ全体の内部統制プロジェクト総責任者とな
る。ソニー退社後、新日本監査法人アドバイザーを経て、BMD リサーチ代表。
CIA（公認内部監査人）
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英語でのクロスボーダーM&A交渉を再現！

今回も、ビジネスシーンでありそうな架空の事例を設
定した上で、パネリストの方々にそれぞれ会社の交渉担
当者に扮していただき、台本なし、ヤラセなし、ガチン
コの交渉をライブでお届け。前回（2011 年７月 17 日開
催）と異なるのは、２対２の交渉であること、クロスボー
ダーの M&A 事案であること、そして、英語での交渉
ということです。

【想定】――東証一部上場企業が米国中小企業を買収

今回の事例は、電子制御機械部品を供給する東証一部
上場企業（ブルーメタル株式会社：Ｂ社）が、メカトロ
ニックス部品の製作に専門化した米国の中小企業

（Speed Mechatronics社：Ｓ社）を買収するというもの。
Ｂ社は、長年にわたりＳ社と取引関係があり、Ｓ社の

技術力を高く評価しています。また、Ｂ社社長とＳ社創
業者の間には親交があり、両者の間で、Ｓ社の買収に関
する LOI（基本合意書）がすでに締結されています。

以上を踏まえ、LOI の具体的な実施について、それ
ぞれ、交渉担当者が弁護士を伴って、自社にとって有利
な条件を巡り、交渉を繰り広げました。

【本番】――緊迫したライブ交渉を目の当たりに

当初、両社担当者の和やかな握手で始まった交渉です
が、LOI の解釈や、デューデリジェンスの過程などで
明らかになりつつあるＳ社側の問題、例えば、Ｓ社の工
場における土壌汚染、ファイナンス関連子会社の流動負
債、税務問題等をＢ社が指摘するにつれ、少しずつ、交
渉の緊迫感が増していきます。

交渉の中盤は、Ｓ社のファイナンス子会社の扱いにつ

いて利害が対立。Ｓ社側は、為替リスクの対応等企業の
成長において当該子会社の価値を主張するのに対し、Ｂ
社は、Ｓ社の技術力に着目しているものの、当該子会社
には価値を認めようとしません。また、Ｓ社の CFO は
当該子会社の経営にも参画している模様で、買収後の自
身の処遇にもかかわることから、交渉にも熱が入ります。

後半の論点は、Ｓ社創業者 David Speed 氏の買収後
の処遇。デューデリジェンスの結果、Speed 氏にその
まま経営を任せることに関して疑問を呈する B 社に対
し、創業経営者である Speed 氏を経営から外すことに
難色を示すＳ社で、やはり対立が。この点は、Ｂ社から、
一定期限コンサルティング担当として残す場合や、交渉
当事者と創業者の利害を分けて提案するなど、様々な駆
け引きが行われます。

また、事前の LOI の曖昧な性質を利用して、Ｓ社は
Ｂ社以外の買収相手先と接触しているなど、LOI の趣
旨に反した行動をとっており、Ｂ社もうすうすそれに感
づいていながら、腹の探り合いを続けるという状況が続
きました。

・買収後の交渉当事者の地位に関する揺さぶり
・恫喝的な提案に対して敢えて無視する方法

など、交渉当事者が用いる様々なテクニックや見落とし
がちなポイントについて、的確な解説をいただきました。

前回に引き続き、「交渉ライブ＋米国弁護士による解
説」という今回のイベント。ご参加の方々にとって、英
語力や交渉力、知識の使い方等を意識していただく、良
い機会になったのではないでしょうか。

結局、早く売却の結論を出したいＳ社と状況の精査を
したいＢ社との綱引きが拮抗し、今後の交渉の延長を約
して交渉ライブが終了。

質疑応答に移ります。ご参加の方々からは、LOI の
締結のタイミングや、交渉におけるバックストップ（交
渉担当者が譲れるところ）の限界など、実践的な質疑応
答が行われました。

交渉の要諦を日本語で解説

前回と同様、小林英二氏（外国法事務弁護士・テキサ
ス州弁護士）と、加賀美有一氏（ニューヨーク州弁護士）
からは、英語による交渉の要所要所で、日本語による解
説が入りました。解説では交渉内容はもちろんのこと、
・交渉の中のジョークの使い方や話題転換の方法
・類似の状況を指摘した場合における交渉当事者の態度

の変化

2011年12月10日（土）、アビタス新宿校において、
「グローバル法務のプロフェッショナル」（主催：レクシスネクシスジャパン、後援：アビタス）と題したイベントが開催されました。
第3回目となった今回、約70名の方々にご参加いただき、会場はほぼ満席。大盛況となりました。

グローバル法務のプロフェッショナル
米国弁護士に学ぶ交渉力──英語交渉編

主催：レクシスネクシス・ジャパン株式会社／後援：株式会社アビタス／ディレクション：加賀美有一氏／解説：加賀美有一氏、小林英二氏

Event report

講師を交えたイベント後交流で裏話も…
イベント後は、事前にご希望のあったご参加者の

方々と、スピーカーの方々を交え、簡単な懇親会を開
催。今回の裏話を聞かせていただきました。中でもＢ
社交渉担当のお二人、実はイベント前日が初対面で、
交渉の作戦も、１時間程度の打合せしか時間がとれな
かったとのこと。お二方のタフな交渉を思い出し、改
めて驚かされました。

〈参考〉参加者のアンケートでは、大変良い評価をい
ただくとともに、下記のような感想を頂戴しました。
・ 生々しい、臨場感ある交渉を見る機会はほとんどな

く、大変参考になった
・ 交渉当事者の迫真の演技が素晴らしかった
・ 講義タイプの研修よりも、イメージとして残り、実

務に活かしやすい

文責：坂本勝（アビタス・米国弁護士コース担当）

加賀美氏、小林氏

B 社：日本側企業の戦略企画部
長役（左）と顧問弁護士役

S社：米国側企業
の CFO 役（ 右 ）
と顧問弁護士役
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会計知識の世界標準を日本語で！
第10回 IFRS検定試験（3/11）申込受付中

IFRS 検定は、ICAEW（イングランド・ウェールズ勅許会計士協会）が実施
するIFRS Certificate の日本語試験。
IFRS 知識の客観的証明ツールとして世界各国で活用されており、国際的な
認知度の高い試験です。
◦自分の IFRS 知識がどの程度通用するか試したい
◦来たるべきIFRS 時代に会計知識を証明したい
◦ IFRSを集中的に学習するきっかけにしたい
そんな方々は、ぜひ、IFRS 検定にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？

【受験条件】	なし
【開催日】 2012 年 3 月11 日（日）
【受験地】 東京・大阪
【試験料】	早期割引価格：28,350 円（先着 150 名）
 通常価格：35,700 円
【試験形式】120 分の試験時間で 60 問／マークシート形式 客観試験
【受験言語】	日本語 
【合格基準】正答率 60％で合格

試験情報・申込みはWEBサイト		http://www.ifrs-kentei.com/から
IFRS検定 	で検索！

IFRS検定試験サンプル問題

（検定試験WEBサイトより転載）

Ocimum 社は、顧客に対して役務を提供する 4 年間
の固定価格契約にサインした。契約価格は 20 × 1
年 1 月 1 日時点で CU570,000 であった。
20 × 1 年 12 月 31 日において、契約は 30％が完了
したと考えられた。契約を完了させるための費用は
信頼性をもって測定することができず、これまでに
発生した費用 CU106,000 は顧客から回収すること
が可能である。
IAS 第 18 号「収益」によると、20 × 1 年 12 月 31
日に終了する年度の包括利用計算書において表示さ
れる収益は次のどれか。

a．CU142,500
b．CU171,000
c．CU106,000
d．CU65,000

IAS18　収益

正答　c

米国州立大学のMBAを日本にいながら、１年８ヶ月で取得！
マサチューセッツ大学MBAプログラム、第一期生募集
特徴	1　〈多国籍のクラス環境〉外国人と共に学べるオンライン・プログラム
特徴	2　〈基礎課程＋上級課程〉体系立ったプログラムにより実践力を効果的に養成
特徴	3　〈MBAホルダーによる英語サポート〉英語力を短期間で強化

ビジネスのボーダーレス化が加速する中、「グローバル
人材」という言葉をよく耳にするようになりました。

様々な意味で使われているこの言葉を一言で説明するな
らば、「多様性を尊重しながら、コミュニケーション・ス
キルを発揮し、新たな価値を作り出して行くことができる
人材」といえるでしょう。

2012年４月、アビタスはマサチューセッツ大学ローウェ
ル校と提携し、オンライン MBA プログラムを開設するこ
とになりました。当大学は米国の認証機関 AACSB* の認
可を受けており、ビジネススクールとしての厳しい審査基
準をクリアし、教育の質の高さを保証しています。海外で
活躍できるビジネスパーソンの育成を最大の目的としてお

り、日本にいながら 1 年 8 ヶ月で米国州立大学の MBA（経
営学修士号）が取得できます。

本プログラムの大きな特徴の一つが、体系だったプログ
ラム構成。６ヶ月間の『基礎課程』で日本語講師から経営
学の基礎を学んだ後、米国人を中心とする多国籍の学生で
構成される 100% 英語環境の『上級課程』に合流し、グロー
バル人材としてのビジネススキルを無理なく身につけるこ
とができます。また、米国の MBA に挑戦したくても英語
力に自信が持てないという方のために、MBA ホルダーか
らマンツーマンで英語のトレーニングが受けられるサポー
トサービスも利用できます。
* AACSB（The Association to Advance Collegiate Schools of Business） 

説明会のお申込み・プログラムの詳細は今すぐWebサイトへ！　 ▼ ▼ ▼　http://www.abitus.co.jp/mba/

第一期生（2012年4月7日開講）
募集要項

募集人員：50名
一次締切：2月29日（水）
最終締切：3月20日(火)

新宿本校

2月11日（土）11：00-12：30
2月15日（水）19：00-20：30
3月3日（土）11：00-12：30
3月11日（日）14：00-15：30

無料説明会開催中！
八重洲校

2月7日（火） 19：30-21：00
2月21日（火） 19：30-21：00
2月26日（日）13：00-14：30
3月6日（火）19：00-20：30

変喜んでいただいています。
６割の中位層で努力している人

はたくさんいます。そうした方々
の中から成長性のある人材を提供
して、会社組織の中にある大きな
世代間ギャップを埋めていくお手伝をしていきたいと思
います。

中国語、国際税務・法務にも対応

――その他に特徴的なものは？

熊谷　海外人材でよく言われるのは「Ｔ字型人材」です。
たとえば、海外子会社に財務責任者として赴任する場合、
経理財務という核になる知識に加えて、人事・労務・法
務など管理部門全般を見る能力が重要です。ローカルス
タッフのマネジメントも必要となってくるので、リー
ダーシップや評価スキルも求められます。グローバルマ
ネジメントに求められるＴ字型人材は、必ずしも上場企
業や大企業だけに存在している訳ではないと思います。

さらに、最近では中国語のできる人のニーズや国際税
務や法務へのニーズなど企業側の求める人材は多様化し
ています。

人材ニーズの多様化に対応するためには、採用部門と
人事部門との密なコミュニケーションも重要です。採用
窓口である人事に現場の意向が伝わらない事で、本来、
現場が欲している人材にリーチ出来ないリスクもありま
す。日系企業は、新卒社員を社内で育てていくカルチャー
があるため、既存の社員とのバランスを重視するあまり
に卒業年次や学歴、現職企業の規模などの表面的な部分
で判断するケースが少なくありません。

卒業時の経済環境の悪さによって、本来、必要とされ
る人材が埋もれてしまうのはもったいないし、つまらな
いことです。これからの企業を支え、日本社会の柱となっ
てくれる世代の人たちと企業の出会いをお手伝いするの
が私たちの使命だと思っています。

ポテンシャルの高い人材の発掘

――企業が求めているグローバルに活躍できる人材像と

は？

熊谷　経理財務でいえば、会計資格といったスキルだけ
でなく、それを実務にどう活かせるかが求められます。
自分の頭で考え、課題と向き合い、本質を見極める能力
が必要とされているということです。語学力については、
日系企業の場合は単なるツールと考える企業が多いと思
います。求められるのは流暢な語学力ではなく外国人と
意思疎通が出来る能力。海外現地法人の雇用慣行や文化
に適応しローカルスタッフをマネジメントしながら成果
を上げる能力、本社の意向を踏まえて情報発信できる人
材、さらにM&Aなどにより海外企業の買収が増えれば、
異なった企業文化を融合させていくことも重要です。

具体的に企業内で不足しているのは、28 歳～ 32 歳の
海外で活躍できる人材に集中しています。これは、2000
年前後、企業が採用を抑えた時期と重なります。その世
代の人々が、近いうちに海外駐在できる管理職候補とな
ります。

求められるスペックは、これもまた集中しています。
「できれば工場での経理経験者が欲しい」「できれば上場
企業での経理経験者がありがたい」と、どこの会社も求
めるものは同じです。しかし、そうした人材の獲得は、
限られたパイの奪い合いですから非常に難しい。組織で
は、いわゆる「２・６・２の法則」がよく言われます。
中位層の６割の人の中から、優れたポテンシャルを持っ
た人材を発掘するお手伝いこそ、私たちが得意とする領
域です。

そうした方を紹介して、大変喜んでいただいている例
がずいぶんあります。年齢 28 ～ 32 歳、中堅企業の経
理部門で幅広い経験を積みながら USCPA を取得した
方や、新卒時に TOEIC400 点台だったのに、社会人に
なってから努力を重ねて TOEIC700 点と USCPA を取
得した方などを、ご紹介してきましたが、企業様にも大

Career

グローバル展開を加速する
日系企業で求められる人材とは
「アビタスは世代間ギャップを埋める
ハイポテンシャル人材を提供します」

株式会社アビタス
人材事業本部部長

熊谷孝裕

会計人材の正社員・派遣社員のご紹介はアビタスキャリアセンターまで！
アビタスキャリアセンターへのお問合せ　mail career@abitus.co.jp　☎ 03-3299-3666　http://www.abitus.co.jp/career/
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アビタス・ネットワーク
【新　宿】 〒 151-0053　東京都渋谷区代々木 2-1-1　新宿マインズタワー 15F
 TEL 03-3299-3330　FAX 03-3299-3777

【八重洲】 〒 103-0027　東京都中央区日本橋 3-6-2　日本橋フロント 4F
 TEL 03-3278-8800　FAX 03-3278-8801

【大　阪】 〒 530-0001　大阪府大阪市北区梅田 2-5-2　新サンケイビル 8F
 TEL 06-6341-1020　FAX 06-6341-1088

公 開 講 座 ・ イ ベ ン ト ス ケ ジ ュ ー ル
下 記 以 外にも各 種 講 座・イベントを開 催しています。最 新 の 情 報はアビタスW e b サイトをご 覧ください。

2/10（金）・2/24（金）・
3/9（金）15:00〜17：30 講 座 法務実務研修プログラム「M&A契約の交渉と条項への反映」

クロスボーダーディールにおける、ディールの一生を意識して

■会場：アビタス八重洲校　■講師：西村あさひ法律事務所　■参加費：全 3 回　￥89,250　■お問合せ：法人統括グループ　03-3299-3130

2/24（金） イベント IFRS	CONSORTIUM	2012	Feb
IFRS の現状とグローバル戦略──日本企業は今、何をすべきか

■会場：ベルサール九段　■詳細は Web サイトへ　http://www.ifrs.ne.jp/
■お問合せ：IFRS コンソーシアム事務局　info@ifrs.ne.jp　03-3299-3221

3/11（日） 検 定 第10回IFRS検定（国際会計基準検定）

■会場：東京・大阪　■お問合せ：IFRS コンソーシアム事務局　info@ifrs-kentei.com　http://www.ifrs-kentei.com/

3/18（日） 講 座
CUC高度専門職スキル養成講座【1日目】
千葉商科大学（CUC）会計専門職大学院の教授をお招きしての講座です。
資格維持のための継続教育としてもご活用いただけます。

10：00〜12：00 「公会計の実践的活用〜社会の未来を読み解く」（吉田寛	教授）

13：00〜15：00 「グローバル・ソブリン・クライシス〜金融危機の趨勢」（泉正治	客員教授）
■会場：アビタス新宿本校　■参加費：各回 4,200 円※各回単独受講可　■お問合せ：cpe-faq@abitus.co.jp

3/25（日） 講 座 CUC高度専門職スキル養成講座【2日目】

10：00〜12：00 「より良い企業統治を求めて〜オリンパス事件を題材として」（矢田誠	教授）

13：00〜15：00 「監査はどう変わってきたのか、どう変わっていくのか」（岩﨑健久	客員教授）
■会場：アビタス新宿本校　■参加費：4,200 円※各回単独受講可　■お問合せ：cpe-faq@abitus.co.jp

八重洲校
大阪校

新宿本校

新宿本校 八重洲校 大阪校

IFRS CONSORTIUM 2012 Feb 開催!

IFRSの現状とグローバル戦略
──日本企業は今、何をすべきか

詳細・お申し込みはIFRSコンソーシアムHPから
→ http://www.ifrs.ne.jp/
お問合せは IFRSコンソーシアム事務局　03-3299-3221

2012年2月24日（金）
13:00〜18:00 at ベルサール九段

多くの来場者を迎えた前回（IFRS CONSORTIUM 2011 Sep）
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